
第２回入間市地域包括支援センター及び地域密着型サービス等運営協議会 

資料 1-1「入間市地域包括支援センター運営方針（案）」等について 

 

 地域包括支援センター（以下「センター」という。）を設置するにあたり、国の指針では「市

はセンターの運営方針を示したうえで当該事業の委託を行うこと」とされています。そのた

め、市では国の法令改正やガイドライン等を参考にしながら、実情に合わせてセンター運営

方針を毎年策定しています。 

 

 資料 1-1令和７年度のセンター運営方針（案）は、令和６年度のセンター運営方針（第１回

運営協議会資料として配布済）をベースとして、国が示しているセンター事業評価項目の

改訂部分を追加し、内容を修正しました。なお、認知症施策推進業務については、実際の

事業内容には変更はありませんが、取組み内容が分かりやすいように運営方針の記述方

法を事業毎に改めました。 

  

 今回、ご協議いただき改定した令和７年度のセンター運営方針は、令和７年２月頃に各セ

ンターへ示す予定です。 

第３回運営協議会（令和７年３月開催）では、この運営方針をもとに各センターが立てた

令和７年度事業計画を報告する予定です。また、令和５年度事業評価の結果が国から令

和７年２月に示されますので、併せて報告をおこなう予定です。 

 

 

用語解説 資料１－１ P.３ 上から８行目 

※ICT 

ICT（アイシーティー）とは、「Information and Communication Technology」の略

で、「情報通信技術」を意味します。 ただし、情報処理や通信技術そのものだけでなく、 

通信機器やソフトウェア、それを活用した多様なサービスの総称としても使われます。 

 

補足資料 


